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第６期中央教育審議会における主な答申、報告等について

（１）答申

①「スポーツ基本計画の策定について」答申
（平成２４年３月２１日）

概要：スポーツ基本法に基づき定めるスポーツ基本計画に関し、①子どものス
ポーツ機会の充実、②ライフステージに応じたスポーツ活動の推進、③
国際競技力の向上等の７項目について、今後５年間で取り組むべき諸方
策を提言。
（平成24年3月30日 「スポーツ基本計画」を文部科学大臣決定 ）、 。

②「学校安全の推進に関する計画について」答申
（平成２４年３月２１日）

概要：学校保健安全法に基づき定める学校安全の推進に関する計画に関し、各
学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、安全
に関する教育の充実方策や地域社会・家庭との連携強化など、今後、お
おむね5年間にわたる施策の基本的方向と具体的施策について提言。
（平成24年4月27日 「学校安全の推進に関する計画」を閣議決定 ）、 。

「 」③ 教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について
（ ）答申 平成２４年８月２８日

概要：教職生活の全体を通じた養成・採用・研修の一体的な改革を行い、学び
続ける教員を支援する仕組みの構築（ 学び続ける教員像」の確立）を「

、 「 （ ）」図るため 将来の改革の方向性として修士レベルの 一般免許状 仮称
の創設などを示すとともに、当面の改善方策について提言。

④「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて
～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～」答申

（平成２４年８月２８日）

概要：大学が真に「生涯学び続け、主体的に考える力」を育む高等教育の場と
なるために、教員中心の授業科目の編成から、組織的・体系的な学位プ
ログラムへの転換などの取組を求めるとともに、大学支援組織や地域社
会・企業等にも協力・支援を要請。学生、教職員などの意識改革を進め
るため、全国各地で「大学教育改革地域フォーラム」を実施。また、基
盤的経費・補助金等の配分を通じ、改革への取組を支援。

⑤「今後の青少年の体験活動の推進について」答申
（平成２５年１月２１日）

概要：様々な体験の機会が減少するなど、子どもたちをめぐる環境が変化し、
人づくりの“原点”である体験活動の機会を意図的・計画的に創出する
ことが求められている中、青少年の体験活動の意義や効果を整理すると
ともに、現在の課題や今後の推進方策について提言。

資料９
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（２）報告等

○ 教育振興基本計画部会

「第２期教育振興基本計画について 」（審議経過報告）
（平成２４年８月２４日）

概要：第２期教育振興基本計画の策定に向けた審議を踏まえ、中間的な取りま
とめをしたもの 第１部 総論 において今後の社会の方向性として 自。 （ ） 「
立・協働・創造」の３つのキーワードを設定し、その実現に向けた教育
行政の方向性として４つの基本的方向性を掲げている。第２部（各論）
では４つの基本的方向性ごとに、成果目標・指標、具体的な施策を体系
的に整理。

○ 生涯学習分科会

「第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」
（平成２５年１月）

概要：今後の社会教育行政等の推進の在り方、今後の生涯学習・社会教育の振
興の具体的方策（第２期教育振興基本計画に盛り込むべき事項等）につ
いて議論を行い、取りまとめ。

○ 初等中等教育分科会

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援「
」 （ ）教育の推進 報告（ ） 平成２４年７月２３日

概要：障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた今後の特別支援教育の在り
方について審議を行い、就学相談・就学先決定の在り方、合理的配慮と
基礎的環境整備、多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進、教職員
の専門性の向上等について取りまとめ。

「中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理」
（平成２３年７月２５日）

概要：中高一貫教育の検証・改善方策等について審議を行い、中高一貫教育校
が今後とも特色ある教育を展開することを促すための教育課程の特例の
更なる拡充等について取りまとめ。

「小中連携、一貫教育に関する主な意見等の整理」
（平成２４年７月１３日）

概要：小中連携、一貫教育の教育課程、推進体制、教員免許等について審議を
行い、小中一貫教育に関する教育課程の基準の特例の創設や、教員免許
に関する柔軟な対応の検討、校舎等を一体的に整備する際の国庫補助率
の引上げ等の検討について提案。
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○ 大学分科会

「法科大学院教育の更なる充実に向けた改善方策について （提言）」
（平成２４年７月１９日）

概要：法科大学院が置かれている現状を分析し、課題を確認した上で、法科大
学院教育の更なる見直しとして、①法科大学院教育の成果の積極的な発
信、②課題を抱える法科大学院を中心とした入学定員の適正化、教育体
制の見直し等の取組の加速、③法学未修者教育の充実、④法科大学院教
育の質の改善等の促進、について具体的な改善方策を提言。

「 、 」予測困難な時代において生涯学び続け 主体的に考える力を育成する大学へ
（ ） （ ）審議まとめ 平成２４年３月２６日

概要：学生の主体的な学びの確立のための学修時間の実質的な増加・確保を始
点とし、教育課程の体系化、組織的な教育の実施といった、学士課程教
育の質的転換への好循環の形成のため、各大学の積極的な取組と、それ
に対する関係機関の政策的な支援・奨励を要請。

【大学設置基準等の改正の答申】

「博士論文研究基礎力審査の導入」等に係る大学院設置基準等改正
（平成２４年２月３日）

概要：一貫したプログラムを持つ体系的な博士課程教育の構築によりその質を
高める観点から、プログラムの前期の課程を修了し修士の学位を授与す
る要件として、大学の判断により、修士論文等の代わりに「博士論文研
究基礎力審査」の導入を可能とした。併せて、公正な入学者選抜に係る
規定を整備した。

「専門職学位課程に置く専任教員」に係る専門職大学院設置基準等改正
（平成２４年１０月３０日）

概要：専門職大学院に必ず置くこととされる専任教員については、学部等の教
員を算入することが経過措置により認められていた（平成25年度まで）
が、その終了後の取扱いについては、教育の質の向上、進学希望の学生
への対応、国際競争力への影響等をかんがみ、博士課程（前期を除く）
の教員については専門職大学院の専任教員を兼ねることができることと
した。

「柔軟なアカデミック・カレンダーの設定」に係る大学設置基準等改正
（平成２５年１月１８日）

概要：授業期間について 「１０週又は１５週」の原則を維持しつつ、従来主、
流であった週１回の授業を１５週行う形態の多様化を推進し、一方向の
知識伝達型の授業から、教員学生が双方向に意思疎通できるような学生
の主体的な学びを重視する授業への転換を図るため、より弾力的な授業
期間の設定を可能とした。

構造改革特区における空地・運動場 の大学設置基準等改正 医※上記の他、「 」 、「
学部の入学定員増加」に関する大学設置基準等改正 「博士論文のインターネ、

について、答申した。ットによる公表」に係る学位規則改訂


